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検査計画の内容

　　第1章 基本方針

　　第2章 水道事業の概要

　　第3章 原水及び水道水の状況

　　第4章 検査項目及び頻度

　　第5章 検査地点

　　第6章 臨時の水質検査

　　第7章 水質検査方法

　　第8章 水質検査計画及び結果の公表について

　　第9章 検査結果の評価

　　第10章 水質検査の精度と信頼性保証について

　　第11章 関係者との連携

■第1章　基本方針

(1) 検査地点

(2) 検査項目

　検査項目は水道法で義務づけられた水質基準項目とします。
また、水質管理上注意すべきとされている水質管理目標設定項
目及び独自の項目については必要に応じて実施することとしま
す。

　良質で安全な水道水を供給するために、香南市では法に定められた水質
に従い水質検査を実施しています。
　このたび、令和２年度水質検査計画を策定しましたので公表します。ま
た、市民の皆様に水道水の水質についてご理解を深めていただけるよう検
査結果も公表します。

　水道水が水質基準に適合し、安全であることを保証するために、以下の
方針で水質検査を行います。

　水道法で義務づけられている水道水の検査を給水栓(蛇口の
水)で行います(水道法施行規則第15条第2項)。原水は取水所で
検査を行います。

香南市上下水道課　令和２年度水質検査計画
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(3) 検査頻度

■第2章　水道事業の概要

●給水状況、施設の概要

表1　香南市配水量及び給水量(平成25年度水道統計)

行政区域内人口 34,322 人

計画給水人口 26,100 人

現在給水人口 25,389 人

普及率 97.27 ％

実績年間給水量 3,752,000 ㎥/日

年間有収水量 3,142,000 ㎥

現在施設能力 15800 ㎥/日

実績一日最大給水量 11,705 ㎥/日

実績一人一日最大給水量 461 ℓ

　水道法に基づく色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検
査については、給水栓で毎日行います。
　水質基準項目の検査は、概ね月1回以上行うこととされている
項目については月1回、概ね3ヶ月に1回以上行うこととされてい
る項目については3ヶ月に1回とします。その他、過去の水質検
査実績により検査頻度の省略可能な項目についても、安全のた
め1年に1回検査を行います。

　香南市の水道事業は、1つの上水道と1つの簡易水道から構成されてい
ます。
　水源については地下30m付近の地下水をポンプにより山の配水地に揚水
し、自然流下により各家庭の蛇口へと給水しています。

区分 内容

図1　香南市水道主要施設位置図(別紙)
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図1　香南市水道主要施設位置図(別紙)
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■第3章　原水及び水道水の状況

1．原水水質で留意すべき状況

２．水道水の状況

　香南市の水道水は、地下水を主とする市内の水源から取水しており、原
水の水質は良好です。水源へ影響を与えるような生活排水や産業廃水の
流入はないため、現状では問題となる項目はありません。

　水道水は水質基準をすべて満足しており、安全で良質な水をお届けして
います。今後とも引き続き十分な管理を行っていきます。
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■第4章　検査項目及び頻度

1．毎日検査

２．水質基準項目の検査(51項目)

1) 1ヶ月に1回の検査項目
下記の9項目については1ヶ月に1回の検査を行います。

2) 概ね3ヶ月に1回の検査項目
ア)下記の12項目については概ね3ヶ月に1回の検査を行います。

イ)その他の検査項目

3) 臭気物質の検査

　ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール

３．原水水質基準項目の検査
　　水源の原水について、1年に1回の全項目検査(消毒副生成物及び味を除く)
　を実施します。
　　原水の水質検査項目を表及び頻度を別表4に示します。

　水質基準項目(51項目)と基準値を表3に示します。平成26年度より「亜硝
酸態窒素」の項目が追加されました。上水において、51項目の基準項目の
うち、下記1)の9項目と下記2)のア)の12項目は決められた頻度の検査回数
が必要ですが、下記2)イ)の30項目は過去3年間の実績における最高値か
ら、法令で定められた一定の方法により、検査頻度の省略が可能となりま
す。
　検査項目と検査頻度を添付の別表3に示します。

　一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH、味、臭
気、色度、濁度

　　シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロ
ロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハ
ロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホ
ルムアルデヒド

　前述の28項目及び下記3)臭気物質2項目は過去3年間の実績
における最高値による法令で定められた一定の方法により、検
査頻度を減らすことができますが、安全性確認のため1年に1回
検査を行います。

　臭気物質については、水源でカビ臭の発生の恐れのある夏季
を目安に1年に1回の検査を行います。

　色及び濁り並びに消毒の残留効果(遊離残留塩素)の検査は、水道法に
基づき1日1回の検査を行います。
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項目

(mｇ/L)
1 100個/ml 1回/月
2 不検出 1回/月
3 0.003 4回/年
4 0.0005 4回/年
5 0.01 4回/年
6 0.01 4回/年
7 0.01 4回/年
8 0.05 4回/年
9 0.04 4回/年

10 0.01 4回/年
11 10 4回/年
12 0.8 4回/年
13 1 4回/年
14 0.002 4回/年
15 0.05 4回/年
16 0.04 4回/年
17 0.02 4回/年
18 0.01 4回/年
19 0.01 4回/年
20 0.01 4回/年
21 0.6 4回/年
22 0.02 4回/年
23 0.06 4回/年
24 0.04 4回/年
25 0.1 4回/年
26 0.01 4回/年
27 0.1 4回/年
28 0.2 4回/年
29 0.03 4回/年
30 0.09 4回/年
31 0.08 4回/年
32 1 4回/年
33 0.2 4回/年
34 0.3 4回/年
35 1 4回/年
36 200 4回/年
37 0.05 4回/年
38 200 1回/月
39 300 4回/年
40 500 4回/年
41 0.2 4回/年
42 0.00001
43 0.00001
44 0.02 4回/年
45 0.005 4回/年
46 3 1回/月
47 5.8-8.6 1回/月
48 異常でない 1回/月
49 異常でない 1回/月
50 5度 1回/月
51 2度 1回/月

表3　給水栓における上水水質基準項目と検査頻度

水質基準項目 基準値
基準

検査頻度No．

鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム及びその化合物
亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン

一般細菌
大腸菌
カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物

シス‐1.2-ジクロロエチレン及びトランス‐1.2-ジクロロエチレン

ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン

硝態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物
四塩化炭素
1.4-ジオキサン

臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム

塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物
塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)
蒸発残留物

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量
pH値
味
臭気

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン 原因発生時期に

月に1回以上2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

色度
濁度

黄色の塗りつぶしは概ね1ヶ月に1回以上推奨の9項目、省略不可
緑色の塗りつぶしは消毒副生成物(トリハロメタン類等11項目)と「シアン化
物イオン及び塩化シアン」、おおむね年4回以上推奨、省略不可。
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項目

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

四塩化炭素
1.4-ジオキサン
シス‐1.2-ジクロロエチレン及びトランス‐1.2-ジクロロエチレン

ヒ素及びその化合物
六価クロム及びその化合物
亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝態窒素及び亜硝酸態窒素

大腸菌
カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物

ブロモホルム
ホルムアルデヒド

クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸

ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン
塩素酸

―

pH値
味
臭気
色度
濁度

ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤
フェノール類
有機物(全有機炭素(TOC)の量

マンガン及びその化合物
塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)
蒸発残留物
陰イオン界面活性剤

亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン

表4　原水水質基準項目と検査頻度

1
1
1

フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物

No．
水質基準項目

一般細菌

1

検査計画頻度

回/年
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

　健水発第1010001号「水道基準に関する省令の制定及び水道法施行規
則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」より、検
査項目から除外されている項目。

―

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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４．水質管理目標設定項目の検査

５．香南市が独自に行う水質検査項目

■第5章　検査地点

１．毎日検査については、給水地域を代表する給水栓で行います。

２．水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査は同じ給水栓で実施
　　します。なお、水質管理上必要である原水については、取水所で実施します。
　　

■第6章　臨時の水質検査

　水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質
検査を行います。

１．水源の水質が著しく悪化したとき
２．水源に異常があったとき
３．水源付近、給水区域、及びその周辺等において消火器系感染症が流行しているとき
４．上水過程に異常があったとき
５．配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき
６．その他特に必要があると認められるとき

■第7章　水質検査方法

　水質基準とするに至らないが、水道水中での検出の可能性があるなど、
水質管理上留意すべき項目として26の水質管理目標設定項目が設定され
ています。これらの水質管理目標設定項目については、給水栓で下記の項
目について、1年に1回の水質検査を実施します。

　香南市が独自で行う水質検査項目は本市の浄水処理及び水道水の安全
性確認のため行うもので、原水の検査を行う水源で、クリプトスポリジウム
指標菌の検査を1年に4回の頻度で行います。検査場所は原水の検査場所
と同じです。

　水質基準項目及び水質管理目標設定項目の水質検査方法については、
水質基準に関する省令(平成15年5月30日　厚生労働省令第101号)に基づ
き告示された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定
める方法」(平成15年7月22日　厚生労働省告示第261号)により行います。
なお、その他項目の検査方法については、上水試験方法(日本水道協会
編)などにより行います。
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■第8章　水質検査計画及び結果公表について

　水質検査計画や検査結果については、香南市上下水道課で閲覧できるように
します。ご意見、ご要望がございましたら、お知らせ下さい。

■第9章　検査結果の評価

　検査結果の評価は水質基準値などと比較して、検査ごとに行います。また、検査
の結果を解析し、必要があれば検査計画を見直していきます。

■第10章　水質検査の精度と信頼性保証について

　結果を評価するに当たり、検査の精度と信頼性を保証するため、検査機関の選定
と管理には十分配慮します。

■第11章　関係者との連携

　香南市上下水道課では、保健所、分析機関等と連絡を密にし、水質異常に即応
できる体制を整えています。また、県や他市町村と水道に関する情報交換と調査
研究を行い、水道技術の向上を図ります。

■連絡先
〒781-5292　高知県香南市野市町西野2706番地
香南市上下水道課
TEL：0887-57-8512
FAX：0887-56-5313
E-Mail：jougesui@city.kochi-konan.lg.jp
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水道名称

項目 第1水源 第2水源 第3水源
第3水源

切石補助水源

第3水源
下高田補助水

源

第3水源
ポリテクカレッジ

補助水源
第4水源 第5水源 和田橋水源 刈谷水源

塩素消毒 塩素消毒 塩素消毒 塩素消毒 塩素消毒 塩素消毒 塩素消毒 塩素消毒 塩素消毒 塩素消毒

2,602 3,020 3,486 340 1,699 598 216 1,289 2,571 1,002

1,464 1,829 2,744 296 1,196 467 162 1,148 1,742 835

529,978 659,222 995,737 108,373 423,485 171,077 58,650 415,378 635,975 304,685

表2　水道施設の概要(平成22年度 香南市上水道事業変更認可設計委託業務より)

水源

処理方式

年間最大取水量(㎥/月)

年間平均取水量(㎥/月)

野市町
西野
531-1

野市町
下井
759-2

野市町
西野

1595-1

野市町
西佐古

293

野市町
土居

(東)1515-3
(西)1506-3

香我美町
下分

3274-2

香我美町
徳王子
120-9

香南市上水道

野市町
西野

1424-1

年間合計取水量

野市町
父養寺
183-3

野市町
西野

2523-1



図1　香南市水道主要施設位置図


